
［ 別 表 ］ 

令和８年度 京都府職員（任期付職員）選考一覧表 

職  種 
申込 
区分 

採用予定 
人  員 

任用期間※ 採用時の勤務先 受  験  資  格 職 務 内 容 

任期付職員 
（土 木） 

Ａ ２名 令和８年６月１日 
(またはそれ以降の
日)から令和９年３
月 31日 

福島県（福島県の本庁又は各建設
事務所等の地方機関） 

・令和８年３月 31日時点で、次のいずれかの要件を満たす方 
①１級又は２級土木施工管理技士の資格を有する方 
②行政機関や民間企業等における常勤の職員として、道路
、河川、漁港・海岸施設等の土木工事の設計、積算及び
施工管理の実務経験を３年以上有する方 

・普通自動車第一種運転免許を保有している方 

道路、河川、漁港・海岸施設等の災害復旧事業に係
る設計、積算、施工管理等の業務 

任期付職員 
（土 木） 

Ｂ １名 令和８年６月１日 
(またはそれ以降の
日)から令和９年３
月 31日 

珠洲市役所 
（石川県珠洲市） 

・土木積算、発注及び現場管理等の業務経験スキルのある方 
・普通自動車第一種運転免許を保有している方 

 被災した衛生施設（埋立処分場、ごみ積替え保管施
設、市営斎場）の復旧（改修に係る周辺整備を含む）
に伴う土木積算、発注及び現場管理等の業務 

任期付職員 
（土 木） 

Ｃ １名 令和８年６月１日 
(またはそれ以降の
日)から令和９年３
月 31日 

穴水町役場 
（石川県穴水町） 

・測量、地質調査・解析、設計書作成、現場監督の一連の土
木復旧にかかる業務経験スキルのある方 
・普通自動車第一種運転免許を保有している方 
・勤務先へ自家用車を持ち込むことができる方 

実施設計書作成（査定時の修正を反映させた測量設
計図面・数量の確認、コンサルへの指示、積算書の作
成）、工事発注、工事監督（受注業者の現地説明、段
階確認、変更設計書作成、精算、完了検査） 

  ※地方自治法第 252条の 17の規定により派遣され、福島県、珠洲市又は穴水町の職員の身分を併任することになります。 
※派遣終了後は、京都府での勤務はありません。 
※派遣予定先の状況により任用時期が前後することがあります。 
※任用期間は職務の進捗状況等に応じて、採用された日から５年間を限度に本人の同意を得て延長する場合があります。  

 


